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１．使用料算定の基本原則 
 

公共料金設定の基本事項としては、サービス等を受けた者が自分の利用した量に応じて、

その原価に見合った額を支払う受益者負担の原則（一般的に公費負担分を除いた額）があ

ります。一方、事業の経営に関しては、経営にかかる費用を自らの収入で賄い、外部から

補助を受けずに経営を行う独立採算制の原則があげられます。このため、公共料金はサー

ビスの提供に必要な原価を賄うだけの収入が得られるような水準（民間事業が行なう公共

サービスは利益も追求）に決める仕組みとされています。 

また、八代市行政改革大綱（平成 18 年 11 月策定）において、「使用料及び手数料等に

ついては、受益者負担の適正化の観点から見直しを検討する。」との方針が示されていま

す。八代市公共浄化槽等整備推進事業特別会計は、これらの観点に基づき、事業経営に取

組むべきと考えております。 

 

 

 

２．受益者負担の原則に基づく使用者が負担すべき経費 
 

使用者が負担すべき経費の範囲は、【参考 3-1】で示しているとおり、浄化槽の保守点

検、清掃、法定検査等に要する経費の維持管理費であり、浄化槽整備に要した地方債、即

ち借金の元金と利子の償還金は公費負担となります。 

 

 

 

 

【参考 3-1】使用者負担と考えられる経費の範囲のイメージ 

維持管理費 資本費 建設改良費 

   

使用料対象経費 国費 分担金 地方債 
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３．改定の考え方 

（１）改定の必要性 

浄化槽条例に規定する内容は、市町村合併時に旧 2村が実施していた事業を整理統

合できないまま新市に引継いだものを、平成２２年度に使用料体系の統一及び使用料

の改定について本審議会に諮問したところ、使用料は人槽制とし、使用料改定率は平

均３７％との答申を受け、激変緩和のため２３年度から２６年度まで段階的に使用料

の改定を行いました。また、２６年度の審議会では人槽人数制で平均７.９％の改定率

との答申を受け（２７年度一般世帯緩和措置あり）、３０年度の審議会で、使用料回

収率を１００％（２９年度決算で８５.４％）にするために、一般世帯は人数制で改定

率１５％を２回に分けること、事業所等は使用料回収率１００％に改定いたしました。 

また、個人設置型事業は、浄化槽維持管理費が全て個人負担であることから、事業

間での不公平が生じないよう、個人設置と市町村設置の浄化槽使用者間の負担の公平

性を図り安定的に事業を経営するには、適正な使用料設定による経費の回収が必要不

可欠です。一般会計からの繰入金削減を図り、受益者負担の原則に基づき使用者が負

担すべき経費は、全て使用料で回収できるよう改定する必要があります。 

今回、令和３年度決算で検証を行い、【参考 3-2】のとおり、使用料回収率は９４.

３％という結果でした。 

 

 

【参考 3-2】使用料対象経費回収状況（令和 3 年度決算） 
                               

 

令和３年度     使用料対象経費 25,649 千円 

維持管理費 
25,649 

使用料収入 
24,199 

 

  

 

 

４．使用料改定案 

（1）改定率 

 使用料回収率を２回の改定により１００％とする試算 

前回（平成３０年度）の審議会で、前回と今回の２回で１５％の改定をすることで、令

和７年度に使用料回収率を１００％にするという試算を行い、前回は７．５％の改定を行

使用料収入／使用料対象経費 

  24,199千円／25,649千円 

使用料回収率 94.3％ 

収入不足 1,450 
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いました。その後、使用料等の推移を検証した結果、今回は６．８％の改定により、令和

５年度から令和８年度の４年間の平均で１００％になると試算いたしました。 

改定率を６.８％とした場合の使用料対象経費は【参考 3-3】のとおりです。 

 

       

【参考 3-3】使用料対象経費回収状況（令和 5 年度～8年度  改定率 6.8%見込） 

  

令和５年度     使用料対象経費 25,231 千円 

維持管理費 
25,231 

使用料収入 
25,186 

 

 
 

 
 
令和６年度     使用料対象経費 25,082 千円 

 
 

 

 

 

 
 
 
令和７年度     使用料対象経費 25,105 千円 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
令和８年度     使用料対象経費 24,956 千円 

 
 

 

 

 

 

 
  

使用料改定案による試算結果 

今回、平均改定率６.８％の改定を行うことで、一般世帯の今後４年間の使用料回収率を

平均で１００％にすることができる。 

 

 

 

（2）改定時期 

   令和５年４月１日施行 

 

維持管理費 
25,082 

使用料収入 
25,133 

維持管理費 
25,105 

使用料収入 
25,078 

 

維持管理費 
24,956 

使用料収入 
25,021 

使用料収入／使用料対象経費 

25,186千円／25,231千円 

  使用料回収率 99.8% 

使用料収入／使用料対象経費 

 25,133千円／25,032千円 

  使用料回収率 100.2% 

使用料収入／使用料対象経費 

 25,078千円／25,105千円 

  使用料回収率 99.8% 

使用料収入／使用料対象経費 

 25,021千円／24,956千円 

  使用料回収率 100.2% 

収入不足 45 

収入不足 27 
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【参考 3-4】浄化槽使用料改定案および改定率一覧 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

〈平均〉 

現行平均使用料 改定案平均使用料 平均改定率 

5,060円 5,402円 6.8％ 

 

 

 

【参考 3-5】事業所等の浄化槽使用料改定について 

  

事業所等の料金については、以下のとおり前回の審議会の答申を継承する。 

【事業所】 

現在の使用料で各人槽にかかる使用料対象経費の１００％を賄っているため、 

今回は改定しない。 

【公民館、集会所等】 

利用者が特定できないため、改定使用料の最低額とする。   

         

人数 現行使用料 改定案 差額 改定率 

0人 3,800 4,058 258 

6.8% 

1人 4,220 4,506 286 

2人 4,640 4,954 314 

3人 5,060 5,402 342 

4人 5,480 5,850 370 

5人 5,900 6,298 398 

6人以上 6,320 6,746 426 
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